
会場案内図協力機関

お申込・お問合せ先

開催日時：3月11日（金）13：30～ 16：30　会場：（財）桐生地域地場産業振興センター

平成22年度  新職務発明制度及び先使用権制度セミナー・相談会事業

「新職務発明制度及び先使用権制度セミナー・相談会」

参加申込書 平成23年　　月　　日

特定非営利活動法人北関東産官学研究会　担当：萩原
TEL：0277-46-1061　FAX：0277-46-1062　E-Mail：hagiwara@hikalo.jp

下記の申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。

※ご記入いただいた個人情報は、主催者において今回のセミナ－にかかる事務処理、今後のセミナー等のご案内
　（DM、メールマガジン等）以外には利用いたしません。また、承諾なく第三者に提供することはありません。

E-mail

貴社名

電話番号 FAX番号

氏名

フリガナ

講演内容に
期待すること

（講演の中で特に聞きたいことや、期待する内容があればご記入ください。）

部署・役職名
氏名

フリガナ

氏名

フリガナ

〔お願い事項〕　◆E-mail でのお申込みの際は上記必要事項をメールの本文にご記入頂いても結構です。
　　　　　　　◆事前申込制による、先着順とさせていただいております。キャンセルの場合には、お早めにご連絡ください。
　　　　　　　◆申込受託のご連絡はいたしませんので、直接会場にお越しください（定員を超えた場合はご連絡いたします）。
　　　　　　　◆公共交通機関をご利用の上お越しください。

特定非営利活動法人北関東産官学研究会 行
FAX ：0277-46-1062 TEL ：0277-46-1061

西桐生駅

N

桐生駅

新桐生駅

両毛駅

渡良瀬川

至前橋

至前橋

至前橋

至小山

東武鉄道
至太田・浅草

至伊勢崎

至大間々

上毛電鉄 桐
生
川

桐生地域地場産業
振興センター

市役所市役所
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JR桐生駅下車　徒歩１０分
地域力連携拠点
　（北関東産官学研究会）

共同事業パートナー機関：
　桐生商工会議所
　群馬県繊維工業試験場
　（財）桐生地域地場産業振興センター
　桐生信用金庫
　群馬銀行
　東和銀行

平成22年度  新職務発明制度及び先使用権制度セミナー・相談会事業

主  催：広域関東圏知的財産戦略本部（関東経済産業局）・特許庁・北関東産官学研究会
実施機関：社団法人発明協会

場所：

定員：30名

新職務発明制度及び
先使用権制度セミナー・相談会

新職務発明制度及び
先使用権制度セミナー・相談会

プログラム

お申込
お問合せ先

　◯◯◯◯◯◯◯◯◯

13：00～

00：00～

受付開始

16：30 終了
※プログラムの内容は予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

13：30～

14：30～

セミナー

個別相談会
１社目（１４：３０～１５：３０）
２社目（１５：３０～１６：３０）

※プログラムの内容は予告なく変更になる場合もございます。予めご了承ください。

知的財産個別相談会 運営：（株）知財マネジメント支援機構（IPMAX）

（※詳細は裏面をご覧下さい）

（◯◯◯◯◯◯◯◯）

参加無料 定員になり次第締切ります。
事前申込制

セミナープログラム

講師紹介
太田  大三（おおた  たいぞう）氏 丸の内総合法律事務所　弁護士・弁理士

講師：太田  大三 氏  丸の内総合法律事務所　弁護士・弁理士

平 成
23年 3月11日（金） 13：30～16：30（受付13：00～）

「新職務発明制度及び先使用権制度について」

平成 8 年東京大学経済学部経済学科卒業、司法試験合格、翌年東京大学経済学部経営学科卒業。
平成 11 年弁護士登録 ( 第二東京弁護士会所属 )。丸の内総合法律事務所にて、主に日本企業にお
ける企業法務 ( 予防法務・戦略法務全般、ほか株主総会指導 )に従事する傍ら、知的財産関係の相談・
訴訟も手掛ける。
平成 15 年～ 16 年、任期付公務員として職務発明規定の改正を含む「特許審査の迅速化等のため
の特許法等の一部を改正する法律」の立法案の策定に従事。
特許庁主催の職務発明に関する説明会の講師として全国を回るとともに、民間主催のセミナー講師とし
て講演等を行っている。

　昨今、企業活動における知的財産の重要性が広く認識されてきている中、多くの中

小企業等では、まだまだ社内における知的財産の管理体制が十分とはいえない現状が

あります。

　本事業では、中小企業の経営者、開発者、知的財産担当者等を対象に、平成１７年

４月に施行された新職務発明制度及び平成１８年６月にガイドラインが発行された先

使用権制度に関して、セミナー・相談会を開催いたします。

　参加費用は無料です。是非ご参加下さい。

今後のセミナー開催
予定などはこちらの
モバイルサイトへ！

※個別相談会は事前申込み制になります。相談会をご希望の方は、裏面申込書にてお申込み下さい。
※相談内容は、新職務発明制度もしくは先使用権制度に関するものとさせて頂きます。

（群馬県桐生市織姫町２－５）（財）桐生地域地場産業振興センター
＜セミナー＞中３階　第２ホール
＜相 談 会＞３階　技術室
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